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・要件及び事業実施主体※は、 
（独）農畜産業振興機構（ALIC）にお問い合わせ下さい。 
 

ＴＥＬ０３-３５８３-４３６５(畜産振興部 畜産生産課)  
 
・申請については、事業実施主体にご相談ください。 
・事業内容等については、農林水産省（本省、農政局） 
 でも相談をお受け致します(最終ページ参照)。 

 ＜申請・問い合わせ窓口＞ 

 ＜事業の流れ＞ 

・公共牧場 
・畜産経営者 
・ＴＭＲセンター 
       等 

 ＜はじめに＞ 

・国産粗飼料の生産・利用の拡大により、輸入飼料への  
 依存体質を改善し、国産飼料に立脚した足腰の強い畜  
 産経営を確立する必要があります。 
 
・このため、以下の取組を支援し、国産粗飼料の生産と 
 利用の一層の拡大を推進してきます。 
 

１ 

   ※当事業は平成２６年度に限り措置されたものです。 



(１)都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業 
    

＜実施主体＞ 

＜補助率＞ 

○定額（経産牛１頭当たり６,１００円）です。 

○事業実施主体は、（公社）中央畜産会です。 
○都府県の酪農家が事業に参加できます。 

＜要件＞ 

以下の①及び②の全てに該当すること 
①面積要件  
 経産牛（平成２６年４月１日現在の２４ヶ月齢  
 以上のホルスタイン種・ジャージー種・その他 
 乳用種の雌牛）１頭当たり１アール以上の飼料 
 作物作付延べ面積（取組により増加する面積を   
 含む。）を有すること。 
②国産粗飼料利用体制強化計画に基づく取組を  
 実現すること。 

(ア)国産粗飼料の利用・定着を図るため、都府県の酪農経営者が 国産粗飼  
  料利用体制強化計画（３年間の見通し）を策定し、次のいずれかの取組を実施す  
  る場合、経産牛飼養頭数に応じて１頭当たり６,１００円の奨励金を交付します。  
 ＜取組の内容＞ 
 ①二期作・二毛作による利用推進 
 ②借地を活用した飼料作物の利用推進 
 ③優良・奨励品種の作付推進 
 ④耕畜連携による飼料作物の利用推進 
 ⑤広域流通する国産粗飼料の利用推進 
 ⑥地域の特性に応じた国産粗飼料の利用促進であって知事が特に認めたもの 
 

(イ)都府県の酪農経営者の国産粗飼料利用体制強化計画の策定に対する指導・  
  調整等に要する経費を事業実施主体に対して補助します。 

＜内容＞  

２ 

○関東Ａ酪農家の取組例
（想定） 
 
 

補助内容 

課 題 

対応方向 

輸入粗飼料価格が高止まりする中
で、昨年度同様、意欲的に二毛作
に取り組みたい。 

・専門家等の指導により、二毛作に  
 適した品種の選定、不耕起播種を  
 検討し、取組計画を作成。 
・飼料畑５０aに作付したとうもろこし 
 を収穫後、イタリアンライグラスを 
 作付し、二毛作を実施。 
 

・経産牛飼養頭数３０頭×６,１００円 
 ＝１８３,０００円を取組の奨励金と  
 して交付。 

   ※平成２６年度限りの事業。 



(２)公共牧場等機能向上支援事業のうち 
 ①採草地等生産性向上 ②放牧施設機能向上 

＜実施主体＞ 

＜補助率＞ 

○事業費の１/２以内です。 

○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、
（一社）日本草地畜産種子協会です。 

○公共牧場等（３戸以上の畜産経営体が共同利用
しているものに限る。）が事業に参加できます。 

＜要件＞ 
①及び②の事業共通 
 公共牧場等であって、地方公共団体、農業団体 
 等が牧場の管理運営規程を定めていること。 
①採草地等生産性向上 
    対象となる採草地等は、原則補修箇所１カ所当 
  たり１ｈａを上限とし、再生改良により生産性等 
  が向上する計画を作成すること。 
②放牧施設機能向上 
  放牧施設の機能や利用率等が向上する計画を  
  作成すること。 

３ 

 

①採草地等生産性向上  
 公共牧場等の採草地や放牧地において、土壌の浸食や流出により荒廃した箇所の 
 再生改良等に必要な経費の一部を補助します。 
 

②放牧施設機能向上 
  公共牧場等の放牧地において、既存の牧柵、給水施設、繋留施設、避難舎等の機能向上 
 のための整備や受精卵移植に必要な機器の導入等に要する経費の一部を補助します。 
     なお、機能向上のための整備と一体的に行うことを条件に、全体事業費の概ね１/２以内 
 を目途に資器材の導入や施設の新設を行うことができます。 
 
 

＜内容＞  

傷んだ牧柵 荒廃した草地
（車輌出入口） 草地の再生 牧柵の機能向上 

○農協が管理しているＡ市育成 
  牧場の取組例（想定） 
 
 
・牧区の一部に表土が流出した箇所  
 があり周辺は裸地化し牧柵も老朽化。 
 
 
・専門家を招き、放牧地の再生につい 
  て調査、検討を依頼。 
・この結果、 
①表土流出の５箇所の草地を 再生 
 （合計４ha）。 
②集約放牧が可能になるよう牧区を 
  ６区から８ 区に再編し電気牧柵を  
  導入。 
 
 
・専門家の調査費（調査費、旅費） 
・草地再生（補修）５箇所（合計４ha） 
・電気牧柵整備（ﾎﾟﾘﾜｲﾔｰ２段張） 
  
（この他、強い農業づくり交付金により
共同畜舎を整備） 
 

課 題 

対応方向 

補助内容 



＜補助率＞ 
(ア)の強害雑草対策の推進は定額です。 
(イ)の強害雑草対策の実証展示は１/２以内です。 
※補助対象となるのは、初年度の取組のみ。 

＜実施主体＞ 
○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、
（一社）日本草地畜産種子協会です。 

○農業協同組合、農業協同組合連合会等が事業
に参加できます。 

＜要件＞ 

○農協等が策定する強害雑草抑制実証計画 
 に基づき実施する実証展示であること。 
 
○複数年にわたる強害雑草対策に取り組む場合 
 には、複数年の強害雑草抑制実証計画を策定 
 すること。 

(ア)強害雑草対策の推進 
 強害雑草等の侵入により生産性が低下した永年草地等を優良な永年草地等  
 へ転換するための強害雑草抑制実証計画の策定及び強害雑草対策の実証展 
 示に係る看板設置、展示圃場管理、データ収集・評価等に要する経費を補 
 助します。 
 

(イ)強害雑草対策の実証展示 
 (ア)の強害雑草抑制実証計画に基づいて実施する永年草地等の強害雑草対  
 策の実証展示（耕起、土壌改良、施肥、除草剤散布等）に要する経費の一  
 部を補助します。 

＜内容＞  

４ 

○北海道N農協における強害雑
草対策の実証展示事例（想定） 
 
 
・永年草地に強害雑草が繁茂し、生産   
  性（牧草収量）が低下。 
 
 
・農協等が中心となり、強害雑草を抑 
  制するための技術的手法を検討し、 
  強害雑草抑制実証計画を策定。これ 
  に基づき２haの永年草地に実証展示 
  圃場を設置後、雑草の抑制効果（雑 
  草被度、牧草収量等）を確認。  
・この結果、 
①地域に適した効果的な強害雑草対 
    策が普及。 
②強害雑草が減少し、牧草収量や粗 
    飼料価値が向上。 
 
 
 

・強害雑草抑制実証計画の策定 
・実証展示に係る看板設置、展示圃 
  場管理、データ収集・評価等 
・実証展示費 
（耕起、土壌改良、施肥、除草剤散布等） 

課 題 

対応方向 

補助内容 

 (２)公共牧場等機能向上支援事業のうち 
  ③強害雑草対策の実証 



(３)国産粗飼料活用促進事業のうち 
 ①国産粗飼料等安定流通利用促進               

＜補助率＞ 
(ア)の検討会の開催は定額です。 
(イ)の実証試験の実施（１件の実証ごとに） 
 １０万円/トン(上限６０トン)以内です。 

＜実施主体＞ 

○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、
（一社）日本草地畜産種子協会です。 

○農業協同組合、農業協同組合連合会、農業者
の組織する団体等が事業に参加できます。 

＜要件＞ 
○(ア)検討会及び(イ)実証試験を一体的に実施する
こと。 

○地域でまだ行われていない新たな取組を対象。 
○広域流通は、市町村の範囲を超え、概ね半径３０  
  ｋｍ以上の流通を対象。 
○飼料の品質確認、試験給与等による実証の効果 
 の検証が必須。 

(ア)国産粗飼料等安定流通利用促進検討会の開催 
 国産粗飼料等の安定的かつ効率的な収集、乾燥・調製、保管等の手法や広
域的な流通体制の構築のための検討会の開催等に要する経費を補助します。 
 
(イ)実証試験の実施 
 (ア)の検討を踏まえて、国産粗飼料等の利用拡大や安定的な利用のための

新たな乾燥・調製手法や広域流通のための取組（飼料分析、試験給与、評価
等を一体的に実施）に対して奨励金を交付します。 

＜内容＞  

○近畿の酪農協の取組例（想定） 
 
 
・飼料費の節約のため、国産粗飼
料の広域流通に取り組む。 
 
 
 

・九州南部の畜産地域のA農協と

連携して供給のための検討会を
実施。 
・この結果、 
 Ａ農協が稲ＷＣＳ６０トンを収集
し、機材を借りて細断・梱包して近
畿の酪農協に輸送。酪農協では、
農家の乳用牛に試験給与。 
 
 
 

・検討会開催費（実費） 
・実証試験費 
（Ａ農協の稲ＷＣＳ試験１０万円× 
 ６０ﾄﾝ＝６００万円） 
 

課 題 

対応方向 

補助内容 

５ 



(３)国産粗飼料活用促進事業のうち 
 ②国産粗飼料流通拡大促進 

＜補助率＞ 

＜要件＞ 

○広域流通は、市町村の範囲を超え、概ね半
径３０ｋｍ以上の流通を対象とすること。 

○販売伝票等で、数量や流通先が確認できる
こと。 

○自ら作付・収穫・調製等の飼料生産作業を
行わない飼料の流通事業者等は対象外。 

 

○ 国産粗飼料（稲わらを除く）の広域流通に取り組むＴＭＲセンター等に対し、
広域流通する粗飼料の前年からの拡大数量に応じて奨励金を交付します。 

＜内容＞  

６ 

○２０円/kg(奨励金単価)以内です。 
○事業参加者当たり５００トン以内です。 

＜実施主体＞ 
○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、 

 （一社）日本草地畜産種子協会です。 

○ＴＭＲセンター等（ＴＭＲセンター、コントラクター、

飼料生産組織であって、法人化されているもの又は

法人化が見込まれるもの。）が事業に参加できます。 

○北海道Ａ町ＴＭＲセンターの取組
例（想定） 
 
 
・これまでは、余剰となった一部のロール
サイレージを広域流通していたが、県外
の畜産農家からの要望に応じて、広域
流通の取組を拡大。 

  

 
 
・Ｈ２５年は、ロールサイレージ生産量 
 ５００ﾄﾝのうち、広域流通分が５０ﾄﾝであ 
 ったが、H２６は広域流通量を２００ﾄﾝ 
 に拡大。 
  

 
 
（H２６年の広域流通実績２００ﾄﾝ－H２５
年の広域流通実績５０ﾄﾝ）×２０円/kg  
 ＝ １５０ﾄﾝ × ２万円/㌧ 
 ＝ ３００万円 

課 題 

交付額 

取組内容 

C町 

Ａ町 
Ｂ町 

今年からC町の畜産 
農家にも供給を拡大 

前年はB町の 
畜産農家に供給    



(４)ＴＭＲセンター等体質強化事業のうち 
 ①ＴＭＲセンター等の業務改善、②ＴＭＲセンター等の機能高度化  

＜補助率＞ 
①ＴＭＲセンター等の業務改善は定額です。 
②ＴＭＲセンター等の機能高度化は１／２以内で

す。 

＜要件＞ 

  ＴＭＲセンター等の機能高度化 
 

 ○改修後に、受益者全体の粗飼料自給率が現状  
  自給率を一定の基準を上回る計画であること。 
  
 ○機能の高度化として、機能性・効率性や品質を 
  向上するために、改修と一体的に取り組む増設、 
  新設は事業費全体の１／２以内であること。 

７ 

＜実施主体＞ 
○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、ホクレン農

業協同組合連合会、（一社）日本草地畜産種子協会、全
国開拓農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会
です。 

○ＴＭＲセンター等（ＴＭＲセンター、コントラクター、
飼料生産組織であって、法人化されているもの又は法人
化が見込まれるもの。）が事業に参加できます。 

＜内容＞  
 ① ＴＭＲセンター等の業務改善 
        コンサルタント等を活用した運営面における経営診断や技術面における管理方 
  法等の支援、指導に基づく、改善計画の作成に要する経費を補助します。  
                    
 ② ＴＭＲセンター等の機能高度化 
         既存のＴＭＲセンターの改修とあわせた機能強化に要する経費の一部を補助し 
  ます。（ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛのｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、圧縮梱包機の導入等） 
           

飼料貯蔵 
施設の改修 

ＴＭＲ調製 
装置の整備 

○北海道Ｂ町ＴＭＲセンターの 
  取組例（想定） 
 
 
・バンカーサイロの床面の腐食による強度 
 低下や飼料への骨材の混入による品質 
 低下。 
・機能性や効率性を高め、ＴＭＲの品質の
向上。 

 
 
 
①バンカーサイロの強度確保及び異物混

入防止のため、床面をアスファルトで
舗装。 

②真空梱包機を導入して配送回数を削減。 
 
 
施設の安全性の確保や品質の高い 
ＴＭＲの安定供給を実現 
 
 
・バンカーサイロの床面舗装費用 
・真空梱包機設置費用 
 
 

対応方向 

補助内容 

課 題 



＜補助率＞ 
○物件の購入額相当の１／２以内です。 

８ 

とうもろこし播種機（不耕起） 

＜内容＞ 
○ ＴＭＲセンター等の経営の高度化に必要な機械のリース方式による導入  
   を支援します。  

【リース対象機械】 

牧草播種機、追播種機、とうもろこし播種機、飼料用稲直播機、草地更新用機械、モア

コンディショナー、ヘイコンディショナー、フォーレージハーベスター、とうもろこし収穫機、

テッダー、レーキ、テッダーレーキ、ロールベーラー、梱包解体機、運搬機、梱包格納

機、サイレージ取出機、積込機、飼料粉砕機、飼料攪拌機、稲わら収穫機、アンモニア

処理機、家畜糞尿土壌還元用機械、作業管理システム、飼料保管タンク等 

＜要件＞ 
  次のいずれかを満たすこと。 

○ 現時点で法人化していないＴＭＲセンター等は、法人化すること。 

○ 法人化しているコントラクターは、飼料生産作業面積を北海道は概ね４０ｈａ

以上、都府県は概ね２０ｈａ以上拡大する計画であること。ただし、作業面積の

うち中山間地域が半分以上含まれる場合は、拡大面積を北海道は概ね２０ｈａ以

上、都府県は概ね１０ｈａ以上とすることができます。 

  法人化しているＴＭＲセンターは、地域で生産される粗飼料の自給率が現状の

自給率に基づいて別に定める基準を上回る計画であること。 

＜実施主体＞ 
○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、ホクレン農業協同組合連合会、（一社）日本草地 
 畜産種子協会、全国開拓農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会です。 
○機械の借受者は、経営の高度化を図るＴＭＲセンター等（ＴＭＲセンター、コントラクター、 
 飼料生産組織）です。（農協等が借受者となり、再貸付も可能です。） 

 

ロールベーラー フォーレ－ジハーベスター 飼料保管タンク 

(４)ＴＭＲセンター等体質強化事業のうち 
 ③作業機械のリース導入 
  



(５)飼料基盤活用強化事業のうち  
 ①草地基盤活用強化、②高エネルギー飼料作物転換促進 

＜補助率＞ 
①及び②共通    
  草地更新等に要する経費の１／２以内 
    （上限１７万円／ｈａ）です。  

①草地基盤活用強化 
  ＴＭＲセンター等が行う草地への転換、草地の更新に要する経費の一部  
 を補助します。 
②高エネルギー作物転換促進 
  ＴＭＲセンター等が直近１年でとうもろこし、ソルガム（グラスタイ 
 プを除く）等の高エネルギー飼料作物を作付けされていない圃場で新た  
 に作付けした場合、当該拡大面積の作付等に要する経費の一部を補助し 
 ます。 

＜内容＞  

９ 

＜要件＞ 
①及び②共通 
 ・飼料作物を対象とする交付金等の交付を受け 
  ていないこと。 
 ・助成対象面積を確認できること。 
①草地基盤活用強化 
 ・現状以上の草地等の面積を受託すること。 
 ・更新した草地は５年間以上利用を継続すること。 
②高エネルギー作物転換促進 
 ・事業を実施した圃場は３年以上の作付に努める
こと（輪作の場合は同程度の面積を確保） 。 

＜実施主体＞ 

○事業実施主体は、全国農業協同組合連合会、 
 （一社）日本草地畜産種子協会です。  

○ＴＭＲセンター等（ＴＭＲセンター、コントラ
クター、飼料生産組織であって、法人化されて
いるもの又は法人化が見込まれるもの。）が事
業に参加できます。 

○北海道Ｃ町ＴＭＲセンター取組例
（想定） 
 
 
 
 

・低コストかつ高品質なＴＭＲの供給。 
 
 
 
 
 

・ＴＭＲセンターが構成員の草地を更新  
 し、牧草の品質・収量を改善。 
 
 
 
 

・更新経費２５ha分６００万円の１／２  
 ＝３００万円をＴＭＲセンターに補助。 
 

○関東の農協コントラクターの取組
例（想定） 
 
 
・畜産農家は、飼料用とうもろこしを新 
 たに栽培したいが、作付収穫する機械 
 がないのでコントラクターに作業を委  
 託。 
 
 
・コントラクターは５戸の畜産農家から  
 新たに飼料用とうもろこしの作付を受 
 託。 
 
 
・作付費用１８ｈａ分の５４０万円の 
 １／２＝２７０万円をコントラクター 
 に補助。 
 

課 題 

対応方向 

補助内容 

課 題 

対応方向 

補助内容 



農林水産本省 生産局 畜産部 畜産振興課  
担当：草地整備推進室計画調整班 
ＴＥＬ：０３－６７４４－２３９９ 

北海道農政事務所 農政推進課 
担当：事業戦略専門官、畜産振興係長  
ＴＥＬ：０１１－６４２－５４１０    

東北農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０２２－２２１－６１９８    

関東農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０４８－７４０－００２７  

北陸農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０７６－２３２－４３１７  

東海農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０５２－２２３－４６２５  

近畿農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０７５－４１４－９０２２  

中国四国農政局 生産部 畜産課  
担当：課長補佐（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０８６－２２４－９４１２  

九州農政局 生産部 畜産課  
担当：畜産環境対策官、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０９６－２１１－９３８３  

沖縄総合事務局 農林水産部 生産振興課  
担当：企画指導官（草地担当）、自給飼料係長 
ＴＥＬ：０９８－８６６－１６５３  

○事業内容のお問い合わせ先 

 
 
 
 
○要件、事業実施主体等に関するお問い合わせ先 
 （独）農畜産業振興機構 畜産振興部畜産生産課  

 ＴＥＬ：０３－３５８３－４３６５      

  
 

 
  

 
 
 

１０ 



飼料ゾウさん 

農林水産省 生産局 
畜産部 畜産振興課 
草地整備推進室  2014.３.12 
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